
 

名    称 大平みずほ企業団地地区計画 

位    置 栃木市大平町横堀字みずほの全部並びに同町下高島字百目貫の一部 

面    積 約１１．４ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、栃木市大平町の東端に位置し、市街化調整区域の区域内であ

るが、町内の住工混在の解消並びに旧大平町の工業政策により、環境事業

団（平成１６年４月１日から「独立行政法人環境再生保全機構」）が大平

地区集団設置建物建設事業のもと、平成８年度から１１年度にかけて事業

を行い、企業団地の形成がなされている地区である。 

そこで、良好な企業団地の環境の創出と保全を図るために、用途の混在

による工業環境の悪化を防止し、また、敷地の細分化による建築物の過密

化を防止することなどにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な

生産環境を形成及び、保持することを目標とする。 
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土地利用の

方   針 

企業団地としての発展を担うため、秩序ある土地利用を誘導しながら適

正かつ合理的な土地利用計画を推進し、良好な生産環境を形成保持する。 

また、公園・緑地・企業内緑地・調整池の環境施設を設ける。 

地区施設の 

整備の方針 

道路については、団地内幹線道路として、幅員１０．５ｍ、７．５ｍの

道路を適正に配置する。また、地区外の隣接する既設道路に接続させ、周

辺住民の利便性を図る。 

公園、緑地については、地元との共生を図る目的で、レクリエーション

機能、休憩・交流機能を提供する。 

 調整池の機能は保全する。 

建築物等の 

整備の方針 

 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき､良好な業務地環境を創出

し保持するため､地区の特性に応じ建築物等に関して次の制限を定める。 

（１） 建築物の用途 

（２） 建築物等の敷地面積の最低限度 

（３） 壁面の位置 

（４） 建築物等の高さの最高限度 

（５） 建築物等の形態又は意匠 

（６） かき又はさくの構造 

（７） 緑地の配置 
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地区施設の 

配置及び規模 

道 路 

種 別 名    称 幅 員 延  長 

補助幹線

道  路 
市道２１１３９号線 １０．５ｍ 約１２７ｍ 

補助幹線

道  路 
市道２１１００号線 １０．５ｍ 約４２５ｍ 

区画道路 市道２１１０２号線 ７．５ｍ 約１５２ｍ 

公 園 ６，０００㎡（みずほ公園） 

緑 地 １２，３５８㎡ 

調整池 ４，４３８㎡ 
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建築物等の用途の

制限 

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 

（１）工場 

（２）倉庫 

（３）事務所 

（４）前各号の建築物に附属するもの 

建築物の敷地面積

の最低限度 
５００㎡ 

壁面の位置の制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から､次の各号に掲げ

る境界線までの距離は､次の各号に掲げる数値以上でなければ

ならない。 

（１）道路境界線（隅切り部分を除く。） ---------３．０ｍ 

（２）道路境界線（隅切り部分に限る。） ---------１．０ｍ 

（３）隣地境界線 ------------------------------１．５ｍ 

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の

部分については、この限りではない。 

（１）外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以

下であること。 

（２）物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３

ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であること。 

建築物等の高さの

最高限度 
１５．０ｍ 

建築物等の形態又

は意匠の制限 

建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩は

できるだけ原色は避け、周辺の環境と調和したものとしなけれ

ばならない。 

屋外広告物の大きさ及び形状は周囲の環境に調和したもの

としなければならない。 

かき又はさくの 

構造の制限 

道路に面する門の構造は､宅地地盤面からの高さを１．５ｍ

以下とし、道路境界線から２．０ｍ以上後退した位置とする。 

道路に面するかき又はさくの構造は、宅地地盤面からの高さ

を１．５ｍ以下の透視可能なものとし、道路境界線から２．０

ｍ以上後退した位置とする。 

ただし、隅切り部分は１．０ｍ以上後退した位置とする。 

隣地境界線に面するかき又はさくの構造は、宅地地盤面から

高さ１．５ｍ以下の透視可能なものとする。 

土地利用に

関する事項 

現存する樹林地、草

地等で良好な居住環

境の確保に必要なも

のの保全を図るため

の制限 

企業内緑地として道路境界線から２．５ｍ以上

（ただし､出入口部分及び隅切り部分は除く。）を確

保する。また、隣地境界線には、原則として７５ｃ

ｍ以上の企業間緑地を確保することにより、企業団

地の緑地環境、景観を保全するものとする。 

備         考  


